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2025年農林業センサスが実施されます2025年農林業センサスが実施されます浄化槽を管理している人に変更はありませんか？浄化槽を管理している人に変更はありませんか？
　農林水産省では、令和７年２月１日現在で、「2025年農林業センサス」を

実施します。この調査は、我が国の農林業・農山村地域の実態を明らかにす

る最も基本的な調査です。令和7年1月初旬から調査員が農林業関係者の

方々を訪問して、調査票に農林業の経営状況などの記入をお願いします。

　記入いただいた調査票については、後日調査員が訪問し回収させてい

ただく他、オンラインでの調査回答や郵送で提出を選択することも出来ま

す。調査票に記入された事項については、統計以外の目的には使用されま

せんので、ご協力をお願いします。

～浄化槽管理者変更報告書を提出しましょう！～
　浄化槽管理（使用）者が変更となったときは、「浄化槽管理者変更報告書」の提出が必要です。
　　次のようなケースは特にご注意ください。
　　◦居住者の死亡後に手続きが行われていない
　　◦居住者の長期不在（入院など）で町や保健所・業者との連絡が取れない
　　◦別荘や中古住宅、空き家などで出入りが少ない　など
　管理（使用）している人が不明の浄化槽は、周囲の環境悪化や近隣住宅に迷惑をかける
おそれがありますので、ご理解をお願いします。
　また、浄化槽の使用を休止した場合や廃止した場合も届け出が必要です。

【問い合わせ先】
〇町が設置した浄化槽については…………建設課 水道係　　　　　電話：57-8592
〇町が設置していない浄化槽については…税務住民課 環境対策係　電話：57-8579

農林業センサス

魅力いっぱいの農業大学校で、農業のプロをめざしませんか！
－ 農大の特徴 －
　①プロジェクト学習法による実践技術の習得を図ると共に、課題解決能力を高めることができます。
　②全寮制と通学の選択ができ、規則正しい生活と学生相互の親交を深めること通じて、「生涯の仲間づくり」がで
　　きます。
　③卒業生には専門士（農業課程）の称号が付与されるとともに、在学中の奨学金給付・貸与の活用および卒業後
　　の四年制大学への編入受験もできます。
　④資格取得を推奨しており、大型特殊・けん引免許（農耕車限定）、家畜人工授精師、毒物劇物取扱者、危険物取扱
　　者、フラワー装飾技能士など多くの資格が取得できます。
　⑤新たにドローン・マルチコプター操作研修や農作物鳥獣対策実務者研修を実施するなど、新技術の習得にも
　　力を入れています。
　⑥推進コーディネーターを設置し、学生面談、県内農業法人や進学先の情報収集など、充実した進路指導を行っ
　　ています。

１　入学者選抜日程等

２　募集定員
　　農学部（修業年限２年）
　　　農産園芸学科 30人 ・ 野菜学科 30人 ・ 畜産学科 20人

３　受験料等
　　入学試験手数料 ： 2,200円、 入学料 ： 5,650円、 授業料 ： 118,800円／年

※　詳しくは、熊本県立農業大学校教務課までお問合せください。
　　住所：熊本県合志市栄3805番地　電話：096-248-1188　FAX：096-248-4432

令和７年度 専修学校熊本県立農業大学校の学生募集

検索熊本農大 ⬅⬅

区　分

推薦入学者選抜

高等学校推薦及び
地域推薦（市町村）

一般入学者選抜
（1回目）

願書受付期間

9月2日（月）
　～9月9日（月）

10月28日（月）
　～11月8日（金）

選抜日

10月2日（水）

12月4日（水）

合格発表

10月17日（木）

12月19日（木）

選抜方法

学力検査：
国語総合（古文・
漢文を除き、小
作文を含む）
面接、提出書類

選抜場所

熊本県立農業大
学校（合志市栄
3805）
☎
096-248-1188

学力検査：
国語総合（古文・
漢文を除く）、数
学Ⅰ
面接、提出書類

一般入学者選抜
（2回目）

令和7年
1月6日（月）
　～1月17日（金）

令和7年
2月13日（木）

令和7年
2月20日（木）

不法投棄をなくし、きれいな町にしましょう不法投棄をなくし、きれいな町にしましょう

　不法投棄が後を絶ちません。不法投棄は人目に付きにくい山林や田畑、管理されていない土地・柵
や囲いがない場所で多く発生しています。
　土地の所有者や管理者の方は、不法投棄をされないように土地の適切な管理を心掛けましょう。

　不法投棄をした人が発見・
特定された場合は、投棄した
人等に廃棄物の撤去が要求さ
れます。しかし、投棄者が特
定できない場合は、土地の所
有者・管理者の責任により自
ら処理をしなければなりませ
ん。【廃棄物の処理及び清掃に
関する法律】・・・『清潔の保持』

　「町民・事業者・町等が一体
となって清潔で美しいまちづ
くりを目指す」という町環境
美化に関する条例のもと、町
民のみなさんと一緒に不法投
棄を無くし、美しいまちづく
りに取り組んでいきます。

　また、「廃棄物不法投棄防止監視員」制度を設け、８人の監視員を委嘱し、毎月定期的に町内を巡回
しています。

　【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
　廃棄物を不法に投棄した者は、５年以下の懲役若しくは１千万円以下の罰金に処せられることが
あります。

問 税務住民課 環境対策係　☎57-8579

熊本県生活排水対策
イメージキャラクター

＂排水くん＂

〜 No Littering ! 〜 Let’s clean the town 〜


